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(57)【要約】
【課題】装置内部への排液の流入を防止しつつ、容器が
満杯状態になるまで排液を収容できる陰圧治療装置を提
供すること。
【解決手段】陰圧治療装置１０において、創傷部Ｗを覆
う被覆シートＳの内側を陰圧状態に保ちながら、被覆シ
ートＳの内側から吸引流路１１ａ，１１ｂを通じて流体
を吸引する吸引手段１１と、吸引流路１１ａ，１１ｂに
配設され、吸引手段１１により吸引された流体を収容す
る容器１２と、容器１２または吸引流路１１ａ，１１ｂ
に配設され、流体から気泡を除去する消泡手段１３と、
を備えるように構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　創傷部を覆う被覆シートの内側を陰圧状態に保ちながら、該被覆シートの内側から吸引
流路を通じて流体を吸引する吸引手段と、
　前記吸引流路に配設され、前記吸引手段により吸引された流体を収容する容器と、
　前記容器または前記吸引流路に配設され、前記流体から気泡を除去する消泡手段と、を
備えることを特徴とする陰圧治療装置。
【請求項２】
　前記消泡手段が、前記流体に振動を与える振動子であることを特徴とする請求項１に記
載の陰圧治療装置。
【請求項３】
　前記消泡手段が、前記流体と接触する位置に設けられていることを特徴とする請求項１
又は請求項２に記載の陰圧治療装置。
【請求項４】
　前記消泡手段が、前記流体と非接触であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記
載の陰圧治療装置。
【請求項５】
　前記容器または前記吸引流路の一部に形成された異径部を備えることを特徴とする請求
項１から請求項４の何れか一つに記載の陰圧治療装置。
【請求項６】
　前記容器から下流側の前記吸引流路に配設され、該吸引流路内における液体の存在を検
知する液体検知手段を備えることを特徴とする請求項１から請求項５の何れか一つに記載
の陰圧治療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、いわゆる陰圧閉鎖療法に用いられる陰圧治療装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、陰圧治療装置として、皮膚潰瘍や組織欠損等の創傷部を覆う被覆シートの内側を
陰圧状態に保ちながら、創傷部から滲出する体液を吸引し、被覆シートの内側から排出す
る治療装置が知られている。かかる陰圧治療装置によれば、壊死細胞や細菌等を創傷部か
ら吸引除去するとともに、陰圧によって創傷部の血流を促進し、創傷部の治療効果を高め
ることができる。こうした創傷部の治療は「陰圧閉鎖療法」と呼ばれている。
【０００３】
　陰圧閉鎖療法において被覆シートで覆われた内側から排出された滲出液は、吸引流路に
配設された容器へ収容され、その後、排液として廃棄される。ただ、この陰圧閉鎖療法で
は、陰圧治療装置を継続的に動作させておく必要があり、治療に要する期間は、創傷部の
初期症状や治癒の進捗次第で数ヶ月間にわたることも少なくない。このため、陰圧治療装
置が作動している間に容器が排液で満杯になれば、その容器を新しいものに取り替える必
要がある。
【０００４】
　ところが、容器へ収容される排液は泡立ちやすいという性質がある。容器内の排液が泡
立った状態だと、たとえ排液の液面レベルが満杯状態まで到達していなくても、気泡状態
の排液が陰圧治療装置の内部へ流入してしまうおそれがある。その場合、陰圧治療装置の
機能が失われて正常な治療が行えなくなるだけでなく、装置自体を廃棄せざるを得ない状
況に陥る可能性もある。一方で、容器が満杯状態になるまで排液を収容できなければ、消
耗品である容器の許容容積が有効利用されず非経済的である。
【０００５】
　そこで、陰圧治療装置内への排液の流入を防止する技術として、例えば、容器内が排液
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で満杯になったことを検知して吸引ポンプの有効作動を解除する手段が設けられた治療装
置（特許文献１）が開示されている。また、容器に収容された排液の泡立ちを抑制する技
術として、排液収容空間の内壁に消泡剤を塗布した排液バッグ（特許文献２）が開示され
ている。これらの技術を用いれば、排液バッグの許容容積を可能な限り有効利用しつつ、
陰圧治療装置の内部へ排液が流入する事故を未然に防止することができる。
【０００６】
　しかしながら、消泡剤の効果によって一旦は気泡が消失した排液であっても、種々の要
因から気泡が再度発生する場合がある。同時に、満杯検知に用いられる静電容量式の液体
センサは気泡状態の液体を高感度で検知し難いという問題もある。したがって、仮に、消
泡剤の消泡能力を超えて排液が泡立ってしまった場合には、積極的に消泡する手立てがな
いうえ満杯検知も有効に機能しない可能性があり、装置内へ排液が流入する事故を未然に
防止できないおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３６８７７９４号公報
【特許文献２】特開２００２－３６９８７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、かかる事情に鑑みて為されたものであり、装置内部への排液の流入を防止し
つつ、容器が満杯状態になるまで排液を収容できる陰圧治療装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の陰圧治療装置は、創傷部を覆う被覆シートの内側を陰圧状態に保ちながら、該
被覆シートの内側から吸引流路を通じて流体を吸引する吸引手段と、前記吸引流路に配設
され、前記吸引手段により吸引された流体を収容する容器と、前記容器または前記吸引流
路に配設され、前記流体から気泡を除去する消泡手段と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の陰圧治療装置は、前記消泡手段が前記流体に振動を与える振動子であることを
特徴とする。
【００１１】
　本発明の陰圧治療装置は、前記消泡手段が前記流体と接触する位置に設けられているこ
とを特徴とする。
【００１２】
　本発明の陰圧治療装置は、前記消泡手段が前記流体と非接触であることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の陰圧治療装置は、前記容器または前記吸引流路の一部に形成された異径部を備
えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の陰圧治療装置は、前記容器から下流側の前記吸引流路に配設され、該吸引流路
内における液体の存在を検知する液体検知手段を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る陰圧治療装置によれば、消泡手段を備えているため、容器内に収容した排
液に泡立ちが生じたとしても当該排液に含まれる気泡を強制的に除去することができる。
これにより、容器が排液で十分に満杯状態になる前であるにもかかわらず、気泡状態の排
液が装置内部へ流入してしまうような事態を未然に防止することが可能となる。同時に、
吸引手段の作動中、容器の内部空間が確実に満杯状態になるまで排液を収容し続けること
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ができるため、容器の許容容積を最大限に有効利用することができる。これにより、容器
の交換時期のタイミングを予め逆算し易くなるとともに、消耗品である容器の無駄な浪費
を抑制することができ非常に経済的である。
【００１６】
　また、本発明において前記消泡手段として前記流体に振動を与える振動子を用いれば、
簡単な構成でありながら容器内の排液に生じた気泡を効果的に除去することができる。特
に、消泡手段として超音波振動子を用いることで、本来であれば消泡が非常に困難である
粘度が比較的高い液体に生じた気泡であっても、より短時間で確実に除去することが可能
となる。また、振動子は動作制御が容易であるため、誤作動が生じる可能性が低く、仮に
誤作動が生じたとしても、通常とは異なるタイミングで気泡除去が行われるに過ぎない。
そのため、創傷部の治療効果に悪影響を与えることがないという利点がある。
【００１７】
　前記消泡手段を前記流体と接触する位置に設ければ、この消泡手段が発生させた振動を
直接的に排液まで伝搬させることができる。これにより、消泡手段から排液までの振動の
伝搬効率が高められ、消泡に要する時間を短縮することができる。特に、超音波振動は周
波数が高く減衰し易い性質を有するため、このような配置は、消泡手段として超音波振動
子を用いる場合に特に有効である。
【００１８】
　前記消泡手段を前記流体と非接触となる位置に設ければ、仮に、異なる患者に対する治
療を同一の装置を用いて行う場合であっても、消泡手段を交換したり、治療完了後に入念
な洗浄・消毒等を行ったりする必要がない。そのため、消泡手段の耐用期間を長期間にわ
たって確保しやすく、装置管理及び装置の取扱いが極めて簡便であるという利点がある。
【００１９】
　前記容器または前記吸引流路の一部に異径部を設ければ、吸引流路内を流動する流体の
流動圧力の変動を利用して気液分離を促進させることができると考えられる。これにより
、容器内に収容される排液中における溶存気体の含有量を低減させることができ、容器の
内部空間内における排液の泡立ちを抑制することが期待できる。また、異径部と上述した
消泡手段とを併用すれば、排液の泡立ちをより効果的に低減させることが可能になる。
【００２０】
　前記容器から下流側の前記吸引流路に液体検知手段を設ければ、上述の消泡手段との相
乗効果により、仮に容器から排液が吸引流路へ進入したとしても、これを確実に検知する
ことができる。これにより、液体検知手段からの検知信号に基づいて吸引手段を即時停止
させる制御を正確に実行させることが可能となり、排液が誤って装置内部へ流入してしま
うような事態を確実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施形態に係る陰圧治療装置を示す概略構成図である。
【図２】容器内の排液に生じた気泡を消泡手段により消泡する様子を概略的に示す模式図
である。
【図３】他の実施形態に係る陰圧治療装置を示す概略構成図である。
【図４】他の実施形態に係る陰圧治療装置の変形例を示す概略構成図である。
【図５】他の実施形態に係る消泡手段を示す拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明に係る陰圧治療装置の実施形態について図面を用いて説明する。図１に示
すように、本実施形態の陰圧治療装置１０は、流体を吸引する吸引手段１１と、流体を収
容する容器１２と、流体から気泡Ｂを除去する消泡手段１３と、を備えている。なお、以
下の説明において、容器１２から見て吸引手段１１側（下流側）を吸引流路１１ａ、被覆
シートＳ側（上流側）を１１ｂとする。
【００２３】
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　吸引手段１１は、皮膚潰瘍や組織欠損等の創傷部Ｗを覆う被覆シートＳの内側を陰圧状
態に保ちながら、被覆シートＳの内側から吸引流路１１ａ，１１ｂを通じて流体（空気お
よび創傷部Ｗから滲出した体液）を吸引する。本実施形態の吸引手段１１は、例えば、ダ
イヤフラム式真空ポンプ、チューブポンプ、ベーンポンプ等から構成され、吸引流路１１
ａを通じて容器１２内の空気を吸引することで容器１２内を減圧し、被覆シートＳの内側
から引き出された吸引流路１１ｂを通じて創傷部Ｗから滲出した体液を吸引する。各吸引
流路１１ａ，１１ｂには、エアリークのない柔軟なチューブ等が用いられている。
【００２４】
　容器１２は、吸引手段１１により吸引された流体に含まれる液体（創傷部Ｗから滲出し
た体液等の排液）を内部に収容する。本実施形態では、容器１２の内部空間に各吸引流路
１１ａ，１１ｂの開口端部が配置されており、これらの吸引流路１１ａ，１１ｂが容器１
２の内部空間を介して被覆シートＳの内側から吸引手段１１まで連通するように構成され
ている。即ち、本実施形態の容器１２は、吸引手段１１による流体の吸引流路１１ａと吸
引流路１１ｂとの間に配設されている。また、容器１２は、内部視認性の点から、ガラス
や透明樹脂などの透明材料を用いるのが好ましく、排液の廃棄処理等を考慮すれば、安価
で消耗品としての取扱いが容易な樹脂製容器を用いるのがより好ましい。
【００２５】
　消泡手段１３は、流体（創傷部Ｗから滲出した体液等の排液）から気泡Ｂを除去するた
めの構成である。本実施形態の消泡手段１３は、容器１２の内部に収容された液体（創傷
部Ｗから滲出した体液等の排液）に振動を与える振動子から構成されている。本実施形態
で用いられる振動子としては、例えば、圧電セラミックス、圧電高分子膜、ＺｎＯ圧電薄
膜等の圧電素子を用いた超音波振動子が挙げられる。超音波振動子は、圧電素子に電圧を
印加することにより振動を発生させる。その振動を容器１２の内部に収容された液体に伝
搬させて液中に圧力差を生じさせることにより、当該液体から気泡Ｂが除去（消泡）され
る。
【００２６】
　消泡手段１３は、被覆シートＳで覆われた内側から吸引手段１１まで連通するように形
成された流体の吸引流路１１ａ，１１ｂにおいて、流体の流動方向に対し容器１２から上
流側に配設されている。本実施形態では、排液が収容される容器１２の内部空間内に消泡
手段１３が配設されている。つまり、本実施形態の消泡手段１３は、気泡除去の対象とな
る液体（創傷部Ｗから滲出した体液等の排液）と接触する位置に設けられている。このた
め、振動子が発生させた振動は大きな減衰を受けることなく排液まで伝搬される。
【００２７】
　消泡手段１３の動作（例えば、作動タイミングや作動時間等）は、陰圧治療装置１０に
所望の動作を実行させる制御プログラムが組み込まれた中央処理装置（ＣＰＵ）等から構
成される制御手段（図示省略）によって制御される。例えば、振動子を手動操作により任
意のタイミングで所要の時間だけ動作させるように制御してもよいし、あるいは、吸引手
段１１の継続作動時間に応じて又は各種センサ（例えば、液面レベルセンサ等）の検知信
号に基づいて振動子を間欠的に複数回にわたって定期動作させるなど、制御手段による自
動制御を行うように構成してもよい。消泡手段１３の動作制御は、創傷部Ｗの症状や治療
に要する期間、陰圧治療装置１０の動作環境等に応じて適宜設定を変更することが可能で
ある。
【００２８】
　消泡手段１３が発生させる振動の周波数については、容器１２内の液体から気泡Ｂを除
去（消泡）可能である限り特に限定されない。本実施形態では、いわゆる超音波とよばれ
る周波数帯域の振動（以下、これを「超音波振動」と示す）を発生させるように構成され
ている。具体的には、概ね２０ｋＨｚ以上の周波数帯域の振動を振動子で発生させ、その
振動を容器１２内に収容された液体へ伝搬させる。本実施形態のように液体の「消泡」等
を行う場合には、例えば、４０ｋＨｚ～３ＭＨｚの範囲の周波数帯域の振動が特に適して
いると考えられる。なお、消泡手段１３が発生させる超音波振動の周波数帯域の上限につ
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いては、使用する超音波振動子の性能等に応じて相違するため、特に制限はない。
【００２９】
　次に、本実施形態の陰圧治療装置１０の動作について説明する。陰圧治療装置１０は、
医師からの処方箋に基づく所定の動作設定で吸引手段１１を動作させ、吸引流路１１ａを
通じて容器１２内の空気を吸引することで容器１２内を減圧し、被覆シートＳで覆われた
内側から引き出された吸引流路１１ｂを通じて創傷部Ｗから滲出した体液を吸引する。こ
うして被覆シートＳの内側から吸引排出された排液は、吸引流路１１ｂの開口端部から滴
下し、容器１２内へ収容される。容器１２が排液で満杯になれば、新たな容器１２に取り
替えるか、あるいは、容器１２内から排液を排出し、既に収容された排液を廃棄する。
【００３０】
　ここで、吸引手段１１により被覆シートＳで覆われた内側から吸引排出される排液は、
その多くが創傷部Ｗから滲出する体液であるため、患者の身体における創傷部Ｗの位置、
創傷部Ｗの症状、治癒の進捗等によって程度が相違するものの、粘度が比較的高い液体で
ある場合が多い。そのため、容器１２内の排液に生じた気泡Ｂが自然消泡し難くなり、当
該排液中に残存し続ける傾向が強くなる。その結果として、図１に示すように、容器１２
内に収容された排液の泡立ちが生じ易くなる。
【００３１】
　そこで、本実施形態の陰圧治療装置１０は、消泡手段１３を動作させることによって、
容器１２内の排液に生じた気泡Ｂを強制的に除去する。具体的には、図２に示すように、
容器１２の内部空間内に配設された消泡手段１３を排液と接触する位置まで移動させる。
もしくは、排液が消泡手段１３と接触する状態になるまで、容器１２の内部に排液を収容
する。続いて、消泡手段１３と排液とが、容器１２内において互いに接触した状態で所要
の振動（本実施形態では、超音波振動）を発生させる（図２（ａ）参照）。このとき、消
泡手段１３が発生させた超音波振動は、大きな減衰を受けることなく直接的に排液まで伝
搬される。
【００３２】
　消泡手段１３から超音波振動を与えられた排液では、超音波振動の作用により液中に高
圧部と低圧部が生成される。排液に含まれる気泡Ｂは低圧部において膨張し、圧力の低い
部分へさらに集合しようとする。こうして、排液中において多数の気泡Ｂが膨張と集合を
繰り返しつつ互いにぶつかり合いながらさらに膨張し、排液の液面へ浮上する。気泡Ｂが
液面まで浮上すると、排液が薄膜状になって空気中に突出した状態となるが、この薄膜状
の部分は圧力差や超音波振動の影響を受けやすいため、その後速やかに崩壊し気泡Ｂが消
失する。本実施形態では、消泡手段１３を連続的に又は間欠的に一定時間動作させ続けて
、かかる作用を排液中で繰り返し生じさせることにより、以上のようなメカニズムで容器
１２内に収容された排液に含まれる気泡Ｂが除去されるものと推定される（図２（ｂ）参
照）。
【００３３】
　このように、本実施形態の陰圧治療装置１０によれば、上述した消泡手段１３を備えて
いるため、容器１２内に収容した排液に泡立ちが生じたとしても当該排液に含まれる気泡
Ｂを強制的に除去することができる。これにより、容器１２が排液で十分に満杯状態にな
る前であるにもかかわらず、気泡状態の排液が陰圧治療装置１０の内部へ流入してしまう
ような事態を未然に防止することが可能となる。同時に、吸引手段１１の作動中、容器１
２の内部空間が確実に満杯状態になるまで排液を収容し続けることができるため、容器１
２の許容容積を最大限に有効利用することができる。これにより、容器１２の交換時期の
タイミングを予め逆算し易くなるとともに、消耗品である容器１２の無駄な浪費を抑制す
ることができ非常に経済的である。
【００３４】
　また、消泡手段１３として振動子を用いれば、簡単な構成でありながら容器１２内の排
液に生じた気泡Ｂを効果的に除去することができる。特に、本実施形態のように超音波振
動子を用いることで、本来であれば消泡が非常に困難である粘度が比較的高い液体に生じ
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た気泡Ｂであっても、より短時間で確実に除去することが可能となる。また、振動子は動
作制御が容易であるため誤作動が生じる可能性が低く、仮に誤作動が生じたとしても、通
常とは異なるタイミングで気泡除去が行われるに過ぎない。そのため、創傷部Ｗの治療効
果に悪影響を与えることがないという利点がある。
【００３５】
　さらに、本実施形態の消泡手段１３は、容器１２内に収容された排液と接触する位置に
設けられているため、消泡手段１３が発生させた振動を直接的に排液まで伝搬させること
ができる。これにより、消泡手段１３から排液までの振動の伝搬効率が高められ、消泡に
要する時間を短縮することができる。特に、超音波振動は周波数が高く減衰し易い性質を
有するため、かかる配置は、消泡手段１３として超音波振動子を用いる場合に特に有効で
ある。
【００３６】
　以上、本実施形態に係る陰圧治療装置１０について説明したが、本発明に係る陰圧治療
装置は、その他の形態で実施することができる。
【００３７】
　例えば、図３に示す陰圧治療装置２０のように、容器１２内に収容された液体（創傷部
Ｗから滲出した体液等の排液）と非接触となる位置に消泡手段２３を配設した形態であっ
てもよい。消泡手段２３は、上述した消泡手段１３と同様の振動子（超音波振動子）から
構成されており、容器１２の外側壁面に振動面を密着させて不図示のホルダ等により取り
付けられている。容器１２に対する消泡手段２３の取付け形態は任意であり、例えば、容
器１２内の排液量に応じて任意に配置変更できるように構成してもよいし、消泡手段２３
を容器１２の外面の所定位置に固定してもよい。
【００３８】
　消泡手段２３は、容器１２の壁面を介して当該容器１２の内部に収容された液体に対し
間接的に振動を与える。その振動によって当該液体に上述と同様の作用を生じさせること
で、容器１２内の液体に含まれる気泡Ｂが除去される。消泡手段２３が発生させる振動の
周波数については、必ずしも超音波振動の周波数帯域である必要はないが、振動伝搬媒体
（容器１２）を介在させることに伴う振動の減衰の程度等を考慮したうえで適宜調整され
る。
【００３９】
　陰圧治療装置２０によれば、消泡手段２３が容器１２内の液体と非接触であるため、異
なる患者に対する治療を同一の装置を用いて行う場合であっても、消泡手段２３を交換し
たり、治療完了後に入念な洗浄・消毒等を行ったりする必要がない。そのため、消泡手段
２３の耐用期間を長期間にわたって確保しやすく、装置管理及び装置の取扱いが極めて簡
便であるという利点がある。
【００４０】
　なお、消泡手段２３は、当該液体に所要の振動を与えることが可能である限り、必ずし
も容器１２の外面と接触している必要はない。例えば、図４に示す陰圧治療装置３０のよ
うに、消泡手段２３を液槽Ｔの所定位置（例えば、槽壁など）に配設し、当該液槽Ｔに貯
留された液体を伝搬媒体として、所要の振動を容器１２内の液体に与えるように構成する
こともできる。かかる実施形態においても、実質的には消泡手段２３を容器１２に取り付
けているのと同じであり、前述した陰圧治療装置２０と同様の作用・効果を得ることが可
能である。
【００４１】
　また、上述した各実施形態に係る陰圧治療装置１０～３０は、いずれも容器１２の内部
空間内において消泡手段１３，２３による気泡除去を行うように構成されているが、本発
明は、例えば、容器１２よりも上流側の吸引流路１１ｂを流動する流体（創傷部Ｗから滲
出した体液等の排液）中に溶存する酸素や二酸化炭素等の気体を含む気泡を除去するため
の手段を備えた形態で実施することもできる。
【００４２】
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　例えば、図５に示すように、被覆シートＳで覆われた内側から引き出されて容器１２の
内部空間まで通じる吸引流路１１ｂにおいて、この吸引流路１１ｂの一部に形成された異
径部３３をさらに備えた形態であってもよい。異径部３３は、吸引流路１１ｂの主流路と
なる部分の内径Ｒ１よりも内径Ｒ２の寸法が小さい縮径部３３ａ，３３ｂ（図５（ａ），
（ｂ）参照）であってもよいし、吸引流路１１ｂの主流路となる部分の内径Ｒ１よりも内
径Ｒ３の寸法が大きい拡径部３３ｃ（図５（ｃ）参照）であってもよい。
【００４３】
　縮径部３３ａは、柔軟なチューブから成る吸引流路１１ｂの外面を任意の押圧部材３３
１によって押圧し部分的に弾性変形させることによって形成されている。押圧部材３３１
として超音波振動子を配設してもよい。縮径部３３ｂは、吸引流路１１ｂの内部空間に絞
り部材３３２を配設することによって形成されている。拡径部３３ｃは、例えば、吸引流
路１１ｂを構成するチューブを内面から押し拡げて部分的に塑性変形させることにより形
成することができる。あるいは、図示を省略するが、吸引流路１１ｂの主流路の肉厚より
も薄い薄肉部を部分的に形成してもよい。
【００４４】
　異径部３３を形成する位置については特に限定されないが、治療中の患者が姿勢を変え
ても容器１２に対する相対的な変位が生じ難いことから、容器１２の内部に配置される開
口端部に近い位置に形成するのが好ましい。また、異径部３３の数については、図１及び
図４に示すように、吸引流路１１ｂにおいて一箇所にのみ形成されていてもよく、あるい
は図３に示すように、吸引流路１１ｂの複数箇所に形成されていてもよい。
【００４５】
　異径部３３では、吸引流路１１ｂ内を容器１２へ向かう方向へ流動する流体（創傷部Ｗ
から滲出した体液等の排液）の流動圧力を異径部３３において強制的に変動させることに
より、吸引流路１１ｂ内の流体に圧力差を生じさせる。この圧力変動を利用して異径部３
３を通過する流体の気液分離を促進させる。気液分離した流体のうち、液体部である排液
は吸引流路１１ｂの開口端部から滴下して容器１２内に収容される。一方、酸素や二酸化
炭素を含む気体部については、容器１２の内部空間内の空気とともに吸引手段２により吸
引される。
【００４６】
　かかる実施形態によれば、吸引流路１１ｂに異径部３３を設けたことで、吸引流路１１
ｂ内を流動する流体の流動圧力の変動を利用して気液分離を促進させ、容器１２内に収容
される排液中における溶存気体の含有量を低減させることができると考えられる。これに
より、容器１２の内部空間内における排液の泡立ちを抑制することが期待できる。また、
かかる異径部３３を、上述した消泡手段１３，２３（振動子）と併用することで、排液の
泡立ちをより効果的に低減させることが可能になる。
【００４７】
　なお、図５に示す各異径部３３（縮径部３３ａ，３３ｂ、及び拡径部３３ｃ）は、吸引
流路１１ｂの途中に形成されていることを前提として図示されているが、吸引流路１１ｂ
内を流動する流体の流動圧力を変動させることが可能である限り、必ずしも吸引流路１１
ｂの途中に形成されている必要はない。例えば、容器１２の内部に配置される吸引流路１
１ｂの開口端部に異径部３３を形成することもできる。その場合、例えば、吸引流路１１
ｂの開口端部から絞り部材３３２の一部を挿入して取り付けることで異径部を形成するこ
とができる。このとき絞り部材３３２が吸引流路１１ｂの内部から露出した状態であって
も、特に問題はない。また、吸引流路１１ｂの途中に異径のコネクタを挿入し、異径部３
３を形成してもよい。
【００４８】
　さらに、図１～図４に示すように、上述した各実施形態に係る陰圧治療装置１０～３０
は、吸引流路１１ａ内における液体の存在を検知する液体検知手段１４を備えていてもよ
い。液体検知手段１４は、光学式や静電容量式の液体センサ等から構成され、容器１２か
ら下流側の吸引流路１１ａに配設されている。また、装置内部への排液進入をより確実に
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防止する観点から、吸引流路１１ａには、液体検知手段１４よりも下流側であって吸引手
段１１よりも上流側に相当する所定位置に、例えば、防液性・通気性を有する不図示のフ
ィルタ等を設けるのが望ましい。併せて、容器１２内に収容された排液の液面レベルを検
知する不図示の液面レベルセンサを設けておけば、より望ましい。
【００４９】
　かかる実施形態によれば、液体検知手段１４を設けたことで、仮に容器１２から排液が
吸引流路１１ａへ進入したとしても、これを確実に検知することができる。これにより、
液体検知手段１４からの検知信号に基づいて吸引手段１１を即時停止させる制御を正確に
実行させることが可能となり、排液が誤って装置内部へ流入してしまうような事態を確実
に防止することができる。
【００５０】
　当該実施形態において、液体検知手段１４の高い検知精度を実現できるのは、消泡手段
１３，２３及び異径部３３により容器１２内の排液から気泡を強制的に除去することで得
られる相乗効果である。即ち、容器１２内の排液から気泡を除去することで、気泡状態の
排液が吸引流路１１ａに進入するような事態が回避され、仮に吸引流路１１ａに排液が進
入するような事態が生じたとしても、液体検知手段１４が配設された位置を通過するのは
液体状の排液のみとなるからである。これと同様の理由から、本来、気泡を検知し難い液
面レベルセンサの検知精度をも高めることが可能となる。
【００５１】
　尚、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で当業者の知識に基づいて種々なる改良、修
正、又は変形を加えた態様でも実施できる。また、同一の作用又は効果が生じる範囲内で
、何れかの発明特定事項を他の技術に置換した形態で実施しても良い。
【００５２】
　例えば、上述した陰圧治療装置１０～３０において、消泡手段１３，２３、及び異径部
３３は、容器１２から上流側の吸引流路（即ち、容器１２の内部及び吸引流路１１ｂ）に
設けられていたが、これらの各構成は、容器１２から下流側の吸引流路（即ち、容器１２
の内部及び吸引流路１１ａ）に設けられた形態であってもよい。その場合、液体検知手段
１４の検知精度向上を期待できる点から、容器１２の内部に配置される吸引流路１１ａの
開口端部に近い位置に消泡手段１３，２３、及び異径部３３を設けるのがより望ましい。
【００５３】
　特に、消泡手段１３，２３を当該配置で設ければ、吸引流路１１ａの開口端部へ僅かに
流入した気泡状態の排液の液状化を促進させ、排液の自重又は振動の作用により排液を容
器１２内へ逆流させることもできると考えられる。その場合、液体検知手段１４の検知信
号に基づいて吸引手段１１の動作を停止させるように制御するのが好ましい。
【００５４】
　また、上述した陰圧治療装置１０～３０は、患者の創傷部Ｗの症状次第で、洗浄液バッ
グから供給流路を通じて供給された流体（洗浄液）を、送出流路を通じて創傷部Ｗを覆う
被覆シートＳの内側へ送出する不図示の送出手段を備えた形態であってもよい。送出手段
としては、例えば、チューブポンプ、ピストンポンプ、ダイアフラムポンプ、あるいはベ
ーンポンプ等の定量ポンプを採用することができる。
【００５５】
　さらに、これらの陰圧治療装置１０～３０は、院内の治療設備の一つとして一定の場所
に備え付けられた状態で使用するものであってもよく、あるいはバッテリー等を動力源と
する携行式のものであってもよい。
【符号の説明】
【００５６】
　１０、２０、３０：陰圧治療装置
　１１　　　　　　：吸引手段
　１１ａ、１１ｂ　：吸引流路
　１２　　　　　　：容器
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　１３、２３　　　：消泡手段
　３３　　　　　　：異径部
　３３ａ、３３ｂ　：縮径部
　３３ｃ　　　　　：拡径部
　１４　　　　　　：液体検知手段
　Ｗ　　　　　　　：創傷部
　Ｓ　　　　　　　：被覆シート
　Ｂ　　　　　　　：気泡

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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